
未来ちゃん 情 局報

問 

健
康
福
祉
課 
高
齢
者
・
女
性
係 

☎
６
５
・
０
０
０
１

桂
川
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

新
規
加
入
者
募
集

の
ば
そ
う
健
康
寿
命
！
担
お
う
地
域
づ
く
り
を
！

　

桂
川
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
で
は
、「
の
ば
そ
う
！
健

康
寿
命
。
担
お
う
！
地
域
づ
く
り
を
」
を
モ
ッ
ト
ー
に

た
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン
ト
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。

■
健
康
寿
命

・
健
康
寿
命
を
延
ば
し
自
立
し
た
生

　

活
・
生
き
が
い
あ
る
生
活
の
実

　

現
を
目
指
す

・
仲
間
や
地
域
の
高
齢
者
と
と
も
に

　

継
続
的
・
健
康
的
に
取
り
組
む

■
地
域
づ
く
り

・
他
の
世
代
や
関
係
団
体
と
連
携
し
安
全
・
安
心
の
住

　

み
よ
い
地
域
づ
く
り
を
目
指
す

・
元
気
高
齢
者
の
知
識
・
経
験
・
活
力
を
生
か
す
場
づ

　

く
り
、
機
会
づ
く
り
を
広
げ
る

■
主
な
活
動
事
例

　

①
ス
ポ
ー
ツ
大
会 

②
カ
ラ
オ
ケ
大
会

　

③
環
境
美
化
活
動 

④
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動 

な
ど

※
申
し
込
み
は 

健
康
福
祉
課 

高
齢
者
・
女
性
係
、
ま
た
は

　

地
域
の
老
人
ク
ラ
ブ
会
長
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
地
域
に
老
人
ク
ラ
ブ
が
無
い
場
合
は
、
個
人
で

　

の
加
入
も
可
能
で
す
。

お知らせ

問 

水
道
課 

水
道
係 

☎
６
５
・
３
２
４
１

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
員
を

募
集
し
て
い
ま
す

【
内　

容
】
〇
町
内
各
世
帯
及
び
事
業
所
な
ど
の
水
道

メ
ー
タ
ー
を
ハ
ン
デ
ィ
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
携
帯
用
情
報

端
末
）
で
検
針
す
る
業
務
で
す
。

　

〇
検
針
件
数
は
、
２
０
０
０
件
程
度
で
、
毎
月
、
月

　

初
め
か
ら
10
日
ま
で
の
間
で
検
針
を
お
願
い
し
ま

　

す
。

　

〇
検
針
地
区
、
検
針
件
数
は
町
が
指
定
し
ま
す
。

【
賃
金
・
手
当
】

　

・
１
件
に
つ
き
55
円
（
そ
の
他
別
料
金
あ
り
）

　

・
委
託
契
約
の
た
め
、
社
会
保
険
、
雇
用
保
険
な
し

　

・
傷
害
保
険
あ
り

【
対　

象
】・
20
歳
以
上　

・
町
内
に
在
住
の
方
で
健
康

状
態
が
良
好
な
人　

・
責
任
を
持
っ
て
ハ
ン
デ
ィ

タ
ー
ミ
ナ
ル
等
の
機
器
の
操
作
が
で
き
、
期
日
内
に

検
針
が
可
能
な
人　

・
自
動
二
輪
車
（
持
ち
込
み
）

を
使
用
し
て
検
針
が
可
能
な
人

【
そ
の
他
】
随
時
、
応
募
受
付
を
行
い
ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
員
を
募
集
！

募　集

問 

住
民
課 

住
民
年
金
係 

☎
６
５
・
３
３
０
１

児
童
手
当
の
継
続
受
給
に
は

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す

児
童
手
当
の
現
況
届

児童手当
　

6
月
1
日
現
在
、
桂
川
町
で
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
る
人
が
、
6
月
以
降
も
継
続
し
て
受
給
す
る
た
め
に

は
、
現
況
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
現
況
届

の
提
出
が
な
い
場
合
、
6
月
以
降
の
児
童
手
当
が
支
給

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
対
象
世
帯
に
5
月
下
旬
に
郵
送
す
る
案

内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
手
当
の
支
給
月
】

　

○
６
月
（
２
～
５
月
分
）

　

○
10
月
（
６
～
９
月
分
）

　

○
２
月
（
10
～
1
月
分
）

■手当の支給額（児童一人当たりの月額）

対　象 支給額

3歳未満 15,000円

3歳以上
小学校修了前

第1子・第2子 10,000円

第3子以降 15,000円

中学生 10,000円

※受給者の前年分（１～５月分は前々年分）の所
得が所得制限限度額を超えている場合、児童の
年齢に関わらず、支給額は児童１人につき月額
5,000円です。

※児童の数え方…18歳に達する日以降最初の3月
31日までの間にある児童の中で、年長者から順
に第１子、第２子、第３子と数えます。

11 頁 令和 2 年 . 広報けいせん 5 月 


